
1 件　名 個人用透析装置・個人用透析水作製装置

2 物品名・仕様及び数量

以下の【A】または【B】のうち、いずれかの仕様を満たすものであること。

【A】
メーカー 品　　　名 規　　格　　等 数　量

日機装株式会社 個人用透析装置 1式

【構成内訳】

１．個人用透析装置本体 DBB-200Si　RWF 1

【治療モード】HD/ECUM/オンラインHDF·HF/オフラインHDF·HF
I-HDF
【透析液ポート】Cポート
【標準装備】Hybrid D-FAS搭載、ダブルカットール、昇圧式血圧
計ユニット、排液ポート、緊急時返血、通信ユニット、熱交換
器、15インチディスプレイ、透析量モニタ(DDM)、推定血流量モ
二タ

２．ダイアライザー血液入口圧ポート 1

３．BV計 1

４．移動用セット 1

５．補液荷重計ヒーターユニット 1

６．原液ノズル洗浄ユニット 1

７．漏水検知器 1

８．ダイアライザーホルダ DLC-05 1

９．ナースコール 1

１０．試運転調整費 1

個人用透析用作製装置(熱水消毒対応) 1式

【構成内訳】

１．個人用透析用作製装置本体 JWR 1
処理水量:60～75L/h (at7℃)
外形寸法:W400mm×D470mm×H1015mm
消毒方式:熱水消毒/薬液洗浄・消毒
熱水用ROモジュール搭載/カーボンフィルタ(ディスポ型)/SUS
製サンプリングポート付

２．試運転調整 1

個人用透析水作製装置 1式

【構成内訳】

１．個人用透析水作製装置本体（うるぴゅあ） KE023 1

※透析装置サイドガードに搭載可能
処理水量:30L/h(at5℃)
外形付法:W186mm×D548mm×H750(435)mm※(は中央部高
さ、重量:31kg(水充填時)
回収率:50%以上
4インチハーフ膜×1本、オートフラッシング機能·自動洗浄機構
搭載、薬液洗浄対応、漏水プレート内臓

２．試運転調整 1

【B】
メーカー 品　　　名 規　　格　　等 数　量

東レ・メディカル株式会社 個人用透析装置 1式

【構成内訳】

　個人用透析装置 TR-20EX 1

　エンドトキシン捕捉フィルター 1.2m2 モイストタイプ TE-12RMw 2

　血液モニタ(BLM) 1

　原液架台 1

　移動用ハンドル 1

　取付作業(オプション) 1

仕　様　書

(機器構成表）



個人用透析水作製装置 2式

【構成内訳】

　個人用透析水作製装置本体 TW-S(60) 2

　据付作業費(個人用RO装置) 2

　透析用水サンプリングポート 2

　ライン薬洗システム 2

　減圧弁 [B] 2

　漏液検知器 2

　限外ろ過フィルタ(UF)ユニット 2

　活性炭フィルタ差圧監視 2

　前処理フィルタ(透明タイプ) 2

　ROシステム除去率監視 2

　移動用ハンドル 2

3 装置の条件等

(1)　装置の概要及び条件等

　ア 受注者は、本市の固定資産台帳登録に必要な事項を入力したデータを契約締結後すみやかに下記メールアドレスまで

　　　提出すること。（別途本市が指示する様式を使用し、「xlsx」形式にて提出すること。構成内容に複数機器がある場合、

　　　組み合わせて一体として機能する機器については、原則としてそれらの合計額を一つの資産として入力すること。

　　　例外として、セットで取得したものであっても、個別に機能し、かつ単品で買い替えが想定されるものについては、
　　　個々の単価で入力すること。）

　　　病院局経営企画課メールアドレス：kikaku.HO@city.chiba.lg.jp

　イ　受注者は、納入時に管理用の備品シールを、原則として物品１個につき１枚用意し貼付すること。

　　　（備品シールは、本市が指定する規格品を受注者負担の上用意すること。シールに記載する年月日等の項目や

　　　　シールの貼付場所は別途本市より指示するものとする。）

4 納入期限

令和8年9月18日

5 納入場所

千葉市立幕張海浜病院　３階ＭＥセンター

千葉市美浜区若葉３丁目１番地２７

6 その他

　その他不明な点については、本市と協議の上、実施すること。

（3） 固定資産管理支援

　ア　入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点において医薬品医療機器等法（改正薬事法）に定められている製造
　　　承認を得ている物品であること。

　イ　納入時における全てのソフトウェアおよびハードウェアは、最新バージョンで提供すること。無償保証期間中にソフトウ
　　　ェアのバージョンアップがある場合は対応すること。

　ウ　納入までの間に新機種開発によりモデルチェンジまたは機能増強され、千葉市（以下、「本市」という。）が把握してい
　　　た機能や設置条件等に変更が生じる可能性がある場合、速やかにその事由を本市に報告し、協議に応じること。

　エ　搬入及び据付工事の実施日時は、本市と受注者とで協議して定めるものとする。

　オ　機器の搬入及び据付に必要な箇所の養生を行うこと。またその費用（材料、敷設及び撤去）は受注者の負担とする
　　　こと。

　カ　機器が正常稼働するために本市が用意する一次側設備(電源･空調･給排水等）以外に工事・設置調整が必要となる
　　　場合は、受注者の負担として本入札金額の範囲内で整備対応すること。

　キ　機器が完全に稼働するために必要な運搬、据付、配線のために必要な費用は、全て受注者の負担とすること。

　ク　納入後においても、装置に必要な消耗品及び物品の安定供給が確保されること。

　イ　無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・定期交換部品費等、全ての費用を無償
　　　とすること。ただし、消耗品や事務用品を除くものとする。

　ウ　保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制であること。

　エ　サポート体制は、病院運用に支障をきたさないよう営業担当者もしくはサポートセンターにて一次対応を行うこと。

　オ　機器取扱に関しては、病院医療職が技術を習得するまで十分教育訓練を行い、本市が指定する日時、場所で行うこと。

　カ　機器の試運転及び取扱い説明に関する導入時教育訓練のための消耗品等は受注者の負担において用意すること。

　キ　機器の取扱説明書（操作マニュアル）は、日本語版を１部以上用意すること。

　ク　納入後一定期間は、機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ、機器の稼動性能を確認するとともに病院医療職の使用
　　　操作に対し随時指導することとし、その期間は状況により、本市と協議すること。

　ケ　その他仕様書に記載のない事項については、適宜本市との協議に応じること。

（2） サポート・障害支援体制

　ア　機器の無償保証期間は、納入検査完了日から１年間とする。



連絡先

千葉市病院局経営企画課開院準備班

千葉県千葉市中央区千葉港１番１号（高層棟４階）

電話　０４３－２４５－５７４１


